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発泡フラスチック系断熱材の燃焼1性等の性質

．建設現場で使用される発泡フラスチック系断熱材については、 硬質ウレタンフォ ー

ム等種々の材料のものが使用されているが、 それぞれの種類については、 昭和51年
建設省告示第1 231 号に基づく防火材料区分及び日本工業規格A1321によりおおよそ
次表のとおり区分されている。

・なお、 建設省告示区分で難燃材料、 準難燃材料に該当するものにあっても、 条件に
よっては溶接の火炎などにより着火する可能性があり、 また、 着火した後は他の発
泡プラスチック系断熱材と同様に急速に燃焼が拡がる危険性を有していることから、
火気管理の徹底等火災防止対策が不可欠であることに特に留意すること。

建設省告示区分 JIS区分 種 類

不 燃 材 料 難燃1級

準不燃材料 難燃2級 フェノ ー ルフォ ー ム
一一一一一一一一一一一ー－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

難 燃 材 料 難燃3級 イソシアヌレー トフォーム

準難燃材料 該当せず フ
ー－－『ーーーーー一一ーー一一一一一一一ー一一ーー一一ー一一ー一ーー一一ー一一一ーーーー一一一一一ー－ー一ー

該 当 せ ず 硬質ウレタンフォ ー ム
ポリスチレンフォ ー ム フ
高発泡ポリエチレン オ

押出発泡ポリスチレン ム

注）ウレタン変成フェノ ー ルフォ ー ム（硬質ウレタンフォ ー ムとフェノ ー ルフォ ー ムの混合物）は、その組成により

製品ごとに燃焼性の区分も異なっていること。
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